
浜松市立有玉小学校 いじめの防止等のための基本的な方針（リーフレット版） 







【組織的な対応】 

いじめを発見したり、通報を受けたりした教職員は、直ちにいじめ対策コ

ーディネーターに報告する。いじめ対策コーディネーターは、直ちに「いじ

め対策委員会」を招集し、組織的な対応を検討する。 
【立場に応じた事実確認】 

①いじめを受けている子    ②いじめている子    
③いじめを傍観している子 
※立場の違う者どうしを同席させての事実確認は行わない。 
【事情を聞くときのポイント】 

①いじめを受けている子 
・心情を受け止め、つらさに寄り添いながら丁寧に聞く。 
②いじめている子 
・事実を時系列に沿って正確に把握する。 
③いじめを傍観している子 
・当事者意識をもたせる。当事者外から客観的な事実をつかむ。 
【確認すべき内容】 具体的事実の確認と心情面の理解を 

いつ、どこで、誰が、誰に、どんなことを、どのくらいの頻度で、どんなつ

もりで、どのように受け止めているか、今後どうするか等 
【保護者と協働体制で】 

いじめの発見や訴えがあった直後から当事者の子供の保護者には、きちん

とした情報提供をする。事実確認の経過や関係する子供の心情を伝えると共

に学校としての指導の見通しを伝える。 
【市教委連絡・他機関連携】 

いじめ行為に触法性がある場合やいじめの背景に虐待等の福祉要因が認

められる場合は、当初から関係機関との連携を視野に入れた指導の流れを考

える。必要に応じて早い時点で市教委に第一報を入れる。 
事実にもとづく反省、今後の約

束事項、保護者の理解と協力を

お願いする。 
【市教委への報告・連絡・相談】 

・校長は、市教委へいじめの事実を報告する。 
・学校にとって都合のよいことを悪いことも含め、包み隠さず報告する。 
【二次指導ポイント】 

・最大の課題は、再発防止。 
・いじめた子とその保護者が、いじめの事実を認めること。 
・いじめを受けた子とその保護者が事後の生活に勇気がもてること。 
・周囲の子供たちが、いじめを許さない心持ちになること。 

【いじめの表れが消失】 

表れとしてのいじめが消失し、本人が不安なく学校生活が送れる状況 

【いじめられた子の本人らしさが表出】 

いじめられた子が自然に自分らしく活動できるようになった状況 

事情や背景を受け止めながら

も「いじめ」や「いじめに見え

る行為」はダメと毅然として指

導する。 

「やった」「やらない」等、水掛

け論になった事実も確認しき

れない事実として確定する。 
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事実の共有・二次指導 

 

 

 

経過観察・背景改善 
 

 
① いじめを受けた子に対して 

・ 定期的な声かけ、定期相談を計画、日記等に注目、何でもないときの家庭訪問、SC や養護教諭との連携、友人関係の調整、 
気になる事柄を訴え出られるように支援 等 

② いじめた子に対して 

・ 行動改善の示唆と支援、いじめをする背景のアセスメント、友人関係の調整、陰湿な行動に変化しないよう観察、定期面談や 
行動改善に向けた特別な活動を計画 等 

③ いじめを傍観している子に対して 

・ いじめを生んでいる雰囲気そのものであることを指摘。よりよい集団作りのための役割を分担 等 
 ・ いじめられている子の立場に立ち勇気をもって行動するよう示唆。教職員以外のモニターとしての役割 

 

一 定 の 解 消 

 

解    消 
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